
（様式第９号）
		

納付済証貼付欄　1,000円


※　鳥取県指定の納付書により銀行・コンビニエンスストア等で
お支払い後、納税証明書（納付済証）部分を貼り付けてください。
（領収証書部分は申請者保管用ですので提出しないでください。）
















教 育 職 員 免 許 状 書 換 願

本籍都道府県名：　　
　　　　　　　　〒　　
　　　現住所　　
　　　（ふりがな）　　
　　　氏　　　　名　　
　　　生年月日　　　　　年　　　月　　　日

私は、　　　　　　　　　　　　　　　　　を変更したため、下記の免許状の書換えをしていただきたいので、教育職員免許法第１５条の規定により必要な書類を添えて願い出ます。

　　　令和　　年　　月　　日

鳥取県教育委員会 様

記

１　免許状の種類及び番号
種類：　　　　　教諭　　　
番号：　
２　教 科 名　
３　授与年月日　　昭和・平成・令和　　　年　　月　　日
４　授与権者名　　鳥取県教育委員会


備考  １　次に掲げる書類を添付すること。様式第９号

（１）書換えを必要とする免許状（原本）
（２）身上異動証明書又は戸籍抄本（原本）
　　　　２　提出された納付済証は、原則として返却しないものとする。

連	絡	票


申 請 の 種 類 に ○ を し 、 必 要 事 項 を 記 入 し て 提 出 し て く だ さ い 。


①　〔　○　〕　教育職員免許状書換願

１，０００円　×　　　　　　通　＝　　　　　　　　円

②　〔　　　〕　教育職員免許状再交付願

１，３００円　×　　　　　　通　＝　　　　　　　　円

③　〔　　　〕　免許状授与証明書交付申請書

６５０円　×　　　　　　通　＝　　　　　　　　円


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　計　　　　　　　　　　円


　　　　令和　　　年　　　月　　　日


所　　属：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（在宅、学校名、会社名等）


氏　　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　旧姓　：　　　　　　　　　）


電話番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 日中連絡のつく番号 ）


※ 改姓しておられる場合は旧姓欄の記入もお願いします。
※ 原則、こちらで受け付けてから、最長１５日以内に発行します。





【教育職員免許状 書換のご案内】

○「教育職員免許状書換願」、「連絡票」にあわせて「書換を必要とする免許状」（原本）、「戸籍抄
本」（原本）を添付してください。
※他の都道府県から授与された免許状については、鳥取県では書換できません。
○鳥取県指定の納付書により納付し、返却される納税証明書（納付済証）部分を貼り付けてください。（免許状１通につき「１，０００円分」）　※領収証書部分は本人保管用

	例：幼稚園教諭１種免許状と小学校教諭１種免許状を書換されたい場合：
２，０００円分の手数料が必要です。



○納付書は郵送によりお送りしますが、急を要する場合は下記のどちらかの方法により手数料をお支払いください。（振込手数料等は申請者負担となります。）
・現金書留（郵便局で手数料の金額分の現金を現金書留にしてお送りください。
手数料はお釣りのないようお願いします。）
・口座振込（申請書類は下記書類提出先までお送りください。）
＜振込先＞鳥取銀行 鳥取県庁支店 普通預金 口座番号 ３０１２３８
（名義）鳥取県教育委員会事務局小中学校課 出納員 木原　直樹
※　手数料お支払い後は、速やかに下記担当までご連絡ください。
※　口座振込された場合には、ＡＴＭの振込明細書やインターネットバンキングの振込画面のスクリーンショットなど、振り込んだことがわかる書類を申請書に同封して申請してください。
※　現金書留、口座振込による納入は、令和８年１月末をもって終了となりますので、御留意ください。





担当（書類提出先・お問い合わせ先）
〒６８０－８５７０鳥取市東町１丁目２７１
鳥取県教育委員会事務局小中学校課就学助成担当
TEL：0857-26-7510・FAX：0857-26-8170
Email：shouchuugakkou@pref.tottori.lg.jp 
